
                   ① 
専決第８号 

 

 

   職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案等に対する同意の専決に 

ついて 

 

 

 令和４年第４回茨城県議会定例会に提出するため、上記条例案（別紙）について、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、令和

４年10月25日付け人第591号で知事から意見を求められたが、教育委員会の会議を招集する

暇がないので、茨城県教育委員会事務専決規程（昭和46年茨城県教育委員会訓令第５号）第

２条第１項の規定に基づき、令和４年10月27日専決をもって同意しましたから、同条第２項

の規定に基づき、報告します。 

 このことについて、承認願います。 

 

 

   令和４年11月11日提出 

 

 

茨城県教育委員会教育長  森作 宜民   
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案の概要  

 

 

１ 改正の目的 

人事委員会の勧告等に伴い、職員の給料月額の改定、期末・勤勉手当の支給月数の引

上げ等、所要の改正をするもの 

 

 

２ 改正の内容 

(1) 職員の給与に関する条例（第１条及び第２条関係） 

 ① 給料表の引上げ（第１条、公布日施行、R4.4.1適用） 

   ・行政職給料表  初任給（大卒）について3,000円の引上げ 

初任給（高卒）について4,000円の引上げ 

上記を踏まえ30歳台半ばまでの職員が在職する号給に 

ついて所要の改定（平均＋0.21％） 

 ・その他の給料表 行政職給料表との均衡を基本に引上げ 

  

② 期末・勤勉手当の改定（第１条、公布日施行、R4.4.1適用） 

     期末・勤勉手当の年間支給月数 4.3月分 → 4.4月分（＋0.1月分） 

ア 令和４年12月の勤勉手当の支給月数の改定（第１条、公布日施行、R4.4.1適

用） 

 改正前 改正後 

６月/12月とも ６月 12月 

一般職員 ０．９５ ０．９５ １．０５ 

特定幹部職員 １．１５ １．１５ １．２５ 

医療大学長 １．０ １．０ １．０５ 

 

イ 令和５年６月以降の勤勉手当の支給月数の改定（第２条、R5.4.1施行）   

 改正前 改正後 

６月 12月 ６月/12月とも 

一般職員 ０．９５ １．０５ １．０  

特定幹部職員 １．１５ １．２５ １．２  

医療大学長 １．０ １．０５ １．０２５ 

 

 

(2) 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（第３条及び第４条関係） 

・期末手当の支給月数の引上げ 

年間支給月数 3.25月分 → 3.3月分（＋0.05月分） 

ア 令和４年12月の支給月数の改定（第３条、公布日施行、R4.4.1適用） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６２５ 

12月 １．６２５ １．６７５ 
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イ 令和５年６月以降の支給月数の改定（第４条、R5.4.1施行） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６５ 

12月 １．６７５ １．６５ 

 

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（第５条及び第６条関係） 

① 給料表の引上げ（第５条、R4.4.1適用） 

② 期末手当の支給月数の引上げ 

 年間支給月数 3.25月分 → 3.3月分（＋0.05月分） 

ア 令和４年12月の支給月数の改定（第５条、公布日施行、R4.4.1適用） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６２５ 

12月 １．６２５ １．６７５ 

イ 令和５年６月以降の支給月数の改定（第６条、R5.4.1施行） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６５ 

12月 １．６７５ １．６５ 

 

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（第７条及び第８条関係） 

① 給料表の引上げ（第７条、R4.４.１適用） 

② 期末手当の支給月数の引上げ（任期付研究員と同様） 

ア 令和４年12月の支給月数の改定（第７条、公布日施行、R4.4.1適用） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６２５ 

12月 １．６２５ １．６７５ 

イ 令和５年６月以降の支給月数の改定（第８条、R5.4.1施行） 

 改正前 改正後 

６月 １．６２５ １．６５ 

12月 １．６７５ １．６５ 

 

 

３ 施行期日 

公布の日（一部令和５年４月１日） 
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職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

国家公務員退職手当法の運用方針等の一部改正を踏まえ、所要の改正をしようとするもの 

 

２ 改正の内容 

非常勤職員に対する退職手当については、一定の要件を満たす者を常勤職員とみなして適

用されているところであるが、その要件のうち常勤職員について定められている勤務時間以

上勤務した日が 18日以上とされていることについて緩和するもの 

現 行：18 日以上 

改正後：18 日（１月間の勤務を要する日数が 20日に満たない場合は、18日から 20 日と 

当該日数との差を減じた日数）以上 

 
３ 施行期日 

公布の日 

 

 

＜参考＞ 

 ・非常勤職員が退職手当の支給対象となる要件 

 現行 改正後 

勤務時間 
常勤職員の勤務時間（7時間 45 分）

以上 
同左 

勤務日数 月 18日以上 

月 18 日（１月間の勤務を要する日数が

20 日に満たない場合は、18 日から 20 日

と当該日数との差を減じた日数）以上 

勤続月数 ６月超 同左 

 

 ・改正イメージ（R4.9.1 採用、R5.3.31 退職のフルタイム会計年度任用職員の例）   

 R4.9 月 10 月 11 月 12 月 R5.1 月 2 月 3 月  

勤務日数 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日 17 日 18 日  

現行 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ←支給対象外 

改正後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ←支給対象 

 

月の全日数：28 日…Ａ 

土日祝日：9 日…Ｂ 

勤務を要する日：19 日…Ａ－Ｂ 

改正後の勤務日数要件：18－(20-19)＝17 日 
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(A)

1 160 160 160 480 520

2 160 160 120 440 480

3 0 80 80 160 240

0 40 40 80 120

80 80 0 80

40 40 40 120 120 0

40 40 40 120 120 0

4 120 80 80 280 320

5 200 200 160 560 560 0

6 200 160 200 560 600

7 40 40 40 120 120 0

80 40 40 160 200

8 80 40 40 160 160 0

9 40 40 40 120 120 0

0 0 40

0 0 40

40 40 40 120 80 40

40 40 40 120 120 0

10 240 240 280 760 840

11 120 120 120 360 400

12 40 40 40 120 120 0

0 40 40 80 120

40 40 40 120 120 0

40 40 40 120 120 0

13 0 80 80 160

14 120 80 80 280 320

15 40 40 40 120 120 0

40 40 40 120 120 0

200 200 200 600 600 0

16 40 40 40 120 120 0

40 40 40 120 120 0

0 40 40 80

40 40 40 120 120 0

17 240 240 240 720 720 0

18 120 80 120 320 360

0 0 0 0

19 240 240 280 760 840

20 240 240 240 720 720 0

21 160 160 160 480 520

22 120 80 80 280 280 0

23 0 40 40 80 120

0 40 40 80 120

0 40 40 80 120

0 40 40 80 120

24 240 240 0 240

R5
R4
(B)



(A)

R5
R4
(B)

25 40 40 40 120 120 0

0 0 40

0 0 40

40 40 40 120 80 40

40 40 40 120 120 0

26 240 240 240 720 720 0

27 80 40 40 160 200

28 240 240 280 760 800

29 120 120 120 360 400

30 120 120 160 400 440

40 40 40 120 120 0

31 240 240 280 760 800

32 40 80 80 200 240

40 40 40 120 120 0

40 40 40 120 120 0

33 80 80 80 240 280

40 40 40 120 120 0

34 0 40 40 80

0 40 40 80

40 40 80 40 40

160 160 120 440 440 0

(A)

35 80 80 0 80

(A)

36 280 280 280 280 1,120 1,200

40 40 40 120 160

R4
(B)

R5
R4
(B)

R5


